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平成２３年第１回（３月）岬町議会定例会第２日会議録 

 

○平成２３年３月２日（水）午前１０時００分開議 

 

○場 所   岬町役場議場 

 

○出席議員 次のとおり１３名であります。 

  １番 川 端 啓 子   ２番 鍛 治 末 雄   ３番 中 原   晶 

  ５番 和 田 勝 弘   ６番 出 口   實   ７番 奥 野   学 

  ８番 谷 本   貢   ９番 反 保 多喜男   11番 辻 下 文 信 

  12番 辻 下 正 純   13番 豊 国 秀 行   14番 小 川 日出夫 

  15番 竹 内 邦 博     

 

  欠席議員 な し 

  欠  員 １０番 

  傍  聴 な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求めた者は次のとおりであります。 

町 長 田 代   堯 教 育 長 田 中 繁 樹 

総 務 部 長 中 口 守 可 総務部理事 中 村 光 延 

企 画 部 長 笠 間 光 弘 総 括 理 事 白 井 保 二 

住民福祉部長 芦 田 貴志雄 
教育委員会事務局 

教 育 次 長 
古 谷   清 

企画部理事 谷 下 泰 久 住民福祉部理事 南   康 明 

住民福祉部理事 岡 本   茂 都市整備部理事 入 口 博 行 

都市整備部 

上下水道担当理事 
末 原 光 喜 会計管理者兼理事 渕 原 義 仁 

総務部総務課長 中 田 道 徳 企画部秘書人事課長 保 井 太 郎 
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○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 辻 下 一 博 議会事務局副理事 大 山 鐵 男 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 

  日程１ 議案第４号 平成２２年度岬町一般会計補正予算（第７次）の件 

  日程２ 議案第５号 
平成２２年度岬町国民健康保険特別会計補正予算 

（第4次）の件 

  日程３ 議案第６号 平成２２年度岬町水道事業会計補正予算（第４次）の件 

  日程４  平成２３年度当初予算に関する説明 

  日程５ 議案第７号 平成２３年度岬町一般会計予算の件 

  日程６ 議案第８号 
平成２３年度岬町住宅新築資金等貸付事業特別会計 

予算の件 

  日程７ 議案第９号 平成２３年度岬町国民健康保険特別会計予算の件 

  日程８ 議案第10号 平成２３年度岬町後期高齢者医療特別会計予算の件 

  日程９ 議案第11号 平成２３年度岬町下水道事業特別会計予算の件 

  日程10 議案第12号 平成２３年度岬町漁業集落排水事業特別会計予算の件 

  日程11 議案第13号 
平成２３年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定） 

予算の件 

  日程12 議案第14号 
平成２３年度岬町介護保険特別会計（介護サービス 

事業勘定）予算の件 

  日程13 議案第15号 平成２３年度岬町淡輪財産区特別会計予算の件 

  日程14 議案第16号 平成２３年度岬町深日財産区特別会計予算の件 

  日程15 議案第17号 平成２３年度岬町多奈川財産区特別会計予算の件 

  日程16 議案第18号 平成２３年度岬町水道事業会計予算の件 

  日程17 議案第19号 町道路線の認定の件 

  日程18 議案第20号 岬町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定の件 
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  日程19 議案第21号 
工事請負契約中変更の件 

（公共下水道汚水管埋設工事（２４－６）） 

  日程20 議案第22号 岬町事務分掌条例の一部を改正する件 

  日程21 議案第23号 岬町立集会所条例の一部を改正する件 

  日程22 議案第24号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件 

  日程23 議案第25号 岬町特別会計条例の一部を改正する件 

  日程24 議案第26号 岬町学童保育に関する条例の一部を改正する件 

  日程25 議案第27号 岬町国民健康保険条例の一部を改正する件 

  日程26 議案第28号 岬町下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する件 

  日程27 議案第29号 岬町財産区管理会条例の一部を改正する件 
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（午前１０時００分 開議） 

○竹内邦博議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成２３年第１回岬町議会定例会２日目を開会します。 

  ただいまの時刻は午前１０時です。 

  本日の出席議員は１３名です。欠員１名です。 

  定足数に達しておりますので、本定例会は成立しました。 

  本定例会には、町長以下の関係職員の出席を求めております。 

  会議に先立ちまして、中口総務部長から今回の議案書の差しかえについておわびしたいとの申

し入れがありましたので、これを許可します。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。 

  先日、２月２２日に配付いたしました議案書中に修正箇所が判明いたしましたので、このたび

おわび申し上げます。 

  この件は３件ございまして、議案第２５号、議案第２６号、議案第２７号でございます。なお、

差しかえにつきましては、既に終えております。 

  今後、このようなことのないよう細心の注意をさらに払い業務に専念してまいりたいというよ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○竹内邦博議長 部長のおわびの言葉が終わりました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程１、議案第４号、「平成２２年度岬町一般会計補正予算（第７次）の件」を

議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程１、議案第４号、平成２２年度岬町一般会計補正予算（第７次）の件につき

まして概要をご説明いたします。 

  本町の財政状況は、歳入につきましては足元の景気が昨年度に比べ回復傾向が見込まれている

ものの本格軌道には至っておらず、個人消費の落ち込みや企業業績の下振れ懸念、さらには地価

下落による町税収入の落ち込み等により減少するとともに、歳出におきましては少子高齢化の進

展に係る社会保障関係経費の増加に加えて公債費など義務的経費が財政を大きく圧迫しており、

引き続き厳しい状況にございます。 

  このことから、大阪府市町村振興補助金など特定財源の確保に向けて、現在、関係機関と協
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議・調整を行っているところでございます。 

  したがいまして、今般の補正予算につきましては、法令等に基づくものや緊急性の高い経費な

ど、真に必要な経費及び補助金等の交付決定に伴う財源更正などを中心に編成をいたしておりま

す。 

  それでは、議案書の１ページをご参照願います。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，

０７４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４億８１０万６，０００円とす

るものでございます。 

  ２ページの第１表歳入歳出予算補正をごらんください。まず、歳入予算の概要につきましてご

説明いたします。２ページ、３ページをご参照願います。なお、詳細につきましては１０ページ

から１２ページに記載しておりますのであわせてご参照願います。 

  地方特例交付金につきましては、交付決定に伴い１１８万５，０００円を減額計上するもので

ございます。 

  地方交付税につきましては、普通地方交付税といたしまして交付決定に伴い３，６５８万３，

０００円を計上するものでございます。 

  国庫支出金につきましては、５，８５２万７，０００円を計上いたしております。主な内容と

いたしましては、昨年１０月に閣議決定されました円高・デフレ対応のための緊急経済対策を踏

まえ、国の補正予算に盛り込まれました住民生活に光をそそぐ交付金及びきめ細かな交付金をそ

れぞれ計上いたしております。 

  この交付金は国の緊急経済対策の趣旨を踏まえて、住民生活に光をそそぐ交付金ではこれまで

光が十分に当てられてこなかった分野、例えば地方消費者行政、ＤＶや弱者対策の自立支援、知

の地域づくりに対する取り組みを行うこととしております。 

  本町におきましては、地域包括支援センターにおける高齢者相談窓口ＰＲに７６万９，０００

円、小中学校や公民館などの施設間の図書管理システムのネットワークの構築及び図書の購入に

８８１万２，０００円、ＤＶ被害者保護に係る第三者請求による他のシステムとの連携を図るた

めの住民情報システムの改修に１００万円をそれぞれ充当するもので、合計１，０５８万１，０

００円を計上するものでございます。 

  また、きめ細かな交付金につきましては、地域活性化のニーズに応じてきめ細かなインフラ整

備事業を実施することとしております。本町におきましては、老朽化が著しいごみ焼却施設の改

修に２，４６５万５，０００円、中学校の中庭多目的広場の改修に６００万円、淡輪青少年運動

広場・灰吹池運動広場の改修に１０９万円、早急に整備の必要がある道路整備に９２０万円をそ
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れぞれ充当するもので、合計４，０９４万５，０００円を計上するものでございます。 

  府支出金につきましては、２，６９６万１，０００円を計上いたしております。主な内容とい

たしましては、補助金等の交付決定に伴い国民健康保険基盤安定負担金４３２万９，０００円、

移譲事務交付金２，５２４万８，０００円を計上いたしております。 

  寄附金につきましては、小学校への指定寄附といたしまして１０万円を計上いたしております。 

  繰入金につきましては、本補正予算の財源調整といたしまして２億５５２万円を減額計上いた

しております。 

  諸収入につきましては３，５９６万円を計上いたしております。主な内容といたしましては、

大阪府市町村職員互助会の解散に伴う分配金２，２４２万６，０００円、大阪府町村長会、町村

議長会、市町村振興協会の事務局統合に伴う町村長会財政調整基金返還金８３８万３，０００円

を計上いたしております。 

  町債につきましては、国の補正予算に伴う補正予算債といたしまして農地防災事業債１８０万

円、起債発行可能額の決定に伴う臨時財政対策債１億３，７５１万４，０００円、合わせまして

１億３，９３１万４，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。４ページ、５ページをご参照願います。

なお、詳細につきましては１３ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  総務費につきましては２，０２９万４，０００円を計上いたしております。主な内容といたし

ましては、年度末に退職が見込まれることに伴う一般職退職手当１，８２３万６，０００円。さ

きに歳入でご説明いたしました住民生活に光をそそぐ交付金を充当する住民情報システム改修委

託料１０５万円を計上いたしております。 

  民生費につきましては９０８万５，０００円を計上いたしております。主な内容といたしまし

ては、補装具給付費といたしまして、障がい児、障がい者合わせまして１５５万３，０００円。

国民健康保険特別会計繰出金（基盤安定）でございますが、６７４万２，０００円を計上いたし

ております。 

  衛生費につきましては、さきに歳入でご説明いたしましたきめ細かな交付金の充当事業といた

しまして、ごみ処理施設改修工事２，４６５万５，０００円を計上いたしております。 

  農林水産業費につきましては、国の補正予算を受けて大阪府が実施主体となり南條下池改修事

業を行うための大阪府土地改良事業特別賦課金１８７万５，０００円を計上いたしております。 

  土木費につきましては、きめ細かな交付金の充当事業といたしまして、町道改修事業として設

計業務委託料及び改修工事で９２０万円、第二阪和国道延伸ルート決定に係る損害賠償請求事件
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弁護士成功報酬１３８万円、合計で１，０５８万円を計上いたしております。 

  消防費につきましては、消防団員退職報償金１２６万円、阪南岬消防組合負担金６６３万円、

合計で７８９万円を計上いたしております。 

  教育費につきましては、１，６３６万１，０００円を計上いたしております。主な内容といた

しましては、住民生活に光をそそぐ交付金の充当事業といたしまして、図書管理ネットワーク構

築事業として校内ＬＡＮ配線工事、ルーター、サーバー等機械器具費及び図書購入費を合わせま

して８８１万２，０００円。きめ細かな交付金の充当事業といたしまして、中学校中庭多目的広

場改修事業として設計業務委託料、改修工事を合わせまして６３５万９，０００円を計上いたし

ております。 

  続きまして、６ページをご参照願います。第２表、繰越明許費をごらんください。 

  翌年度に繰り越しが見込まれる事業といたしまして、住民情報システム改修事業ほか７事業に

ついてそれぞれごらんの金額を計上いたしております。 

  これらの事業はいずれも国の補正予算を財源に実施する事業となっており、その多くが、先ほ

どご説明させていただきました住民生活に光をそそぐ交付金及びきめ細かな交付金を活用して事

業を実施するものとなっております。 

  最後に７ページをご参照願います。第３表、地方債補正をごらんください。 

  農地防災事業及び臨時財政対策債の限度額の変更を行うものでございます。農地防災事業につ

きましては国の補正予算を受けて南條下池の改修を実施することに伴い、起債の限度額を４１０

万円から５９０万円に、臨時財政対策債におきましては起債発行可能額の決定に伴い限度額を３

億１，０５０万円から４億４，８０１万４，０００円にそれぞれ変更するものでございます。 

  なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、ごらんのとおりとなっております。 

  以上が補正予算の概要でございます。  

  なお、本件は、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定と伺っております。よろし

くご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  本件については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定でありますが、その前に

大綱的質疑を受けたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 
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  質疑ございませんか。 

  和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 １４ページの土木費ですけど、道路橋りょう費の中で部長の説明ではきめ細かな

交付金の充当事業ということで報告を受けましたが、場所いうんですか、設計委託料、道路改良

費、これ９２０万ですけど、一応、場所というたら何ですけど、そのところ説明してほしいんと、

１６ページの保健体育費、これもちょっと場所言ってなかったかなと思うんですけど、この２点、

事業委員会に入ってませんので、よろしくお願いします。 

○竹内邦博議長 事業課長、家永 淳君。 

○家長事業課長 ただいまの和田議員の質問にお答えいたします。 

  道路整備を対象としている箇所でございますが、多奈川中地区の町道谷川中線、望海坂自治区

から淡輪１０区への町道峯地蔵山中線、それと淡輪１５区の青葉台の地区内の舗装、それと淡輪

地区の町道畑山線でございます。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 教育次長、古谷 清君。 

○古谷教育次長 保健体育費の工事請負費でございますけども、淡輪の青少年運動広場、グラウン

ドの整備とハブ池のグラウンドの下水道への接続を予定しておるところでございます。 

○竹内邦博議長 ほかにございませんか。 

  小川日出夫君。 

○小川日出夫議員 歳出のほうで１３ページの財産管理費１３４万５，０００円について、もうち

ょっと詳細にご説明お願いいたします。 

○竹内邦博議長 総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 小川議員の予算書１３ページの財産管理費における１３４万５，０００円の金額

の内訳につきましては、修繕料として６２万５，０００円、機械器具費７２万円、合計１３４万

５，０００円の内容でございますが、日々、この庁舎が建って４０年、昭和４０年に建ち、約５

０年弱経つわけでございますが、日々、職員の身の回りの庁舎の維持管理については職場環境を

よくするために現在努力しておるところでございますが、このたび、４月１日から組織の見直し

を図ってより一層事務処理の効率を上げようということで、まず、この補正予算の金額について

は、今現在、１階の食堂部分がございます。その食堂部分の一部、そこに職員組合と厚生会が入

ってる箇所がございます。それの移転をまず考えておりまして、本庁舎の隣の住民活動センター

の一部の部屋にまず移設をしようということで、今回、修繕料として６２万５，０００円、機械



 

9 

器具費としてクーラー設備を行うため、この予算を計上したものでございます。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております平成２２年度岬町一般会計補正予算（第７次）の件については、

会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思

います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託することに決定いたし

ました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２、議案第５号、「平成２２年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第４

次）の件」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。住民福祉部理事、岡本 茂君。 

○岡本住民福祉部理事 それでは、日程２、議案第５号、平成２２年度岬町国民健康保険特別会計

補正予算（第４次）の件につきましての概要につきましてご説明いたします。 

  今回の補正予算の内容としましては、後期高齢者支援金の決定したことにより補正を行うもの

であります。 

  補正予算の内容につきましてご説明いたします。補正予算書１ページをご参照願います。歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２５億９，４９８万６，０００円とするものでございます。 

  歳入予算の概要についてご説明いたします。予算書の２ページを、詳細につきましては５ペー

ジをあわせてご参照願います。 

  国民健康保険料としまして６５２万円を減額補正するものでございます。内訳としまして、医

療費給付費分現年度分としまして６７４万２，０００円を減額し、後期高齢者支援金分現年度
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分としまして２２万２，０００円の増額するものでございます。内容としまして後期高齢者支

援金の決定に伴い、その財源に充てるものでございます。 

  次に、国庫支出金としまして１８万８，０００円を増額補正するものでございます。内訳とし

まして、後期高齢者支援金の決定に伴い、その財源に充てるため療養給付費等負担金１４万９，

０００円及び財政調整交付金３万９，０００円となっております。 

  次に、府支出金としまして後期高齢者支援金の決定に伴い、その財源に充てるための普通調整

交付金３万円を増額補正するものであります。 

  次に、繰入金としまして６７４万２，０００円を増額するものであります。内訳としまして、

保険基盤安定繰入金軽減分としまして５２８万８，０００円と支援分１４５万４，０００円と

なっております。内容としまして、基盤安定負担金の決定に伴うものでございます。 

  続きまして、歳出予算の概要についてご説明いたします。予算書の３ページを、詳細につきま

しては７ページをあわせてご参照お願いします。 

  保険給付費につきましては、保険基盤安定の決定に伴う財源更正に使うものであります。 

  次に、後期高齢者支援金等につきましては、後期高齢者支援金納付金の確定によるもので４４

万円の増額補正であります。 

  以上が、平成２２年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第４次）の概要でございます。本

件につきましては、厚生委員会に付託の予定と聞き及んでおります。よろしくご審議の上、議

決賜りますようお願いいたします。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより、大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております平成２２年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第４次）の



 

11 

件については、会議規則第３９条第１項の規定により厚生委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程３、議案第６号、「平成２２年度岬町水道事業会計補正予算（第４次）」の

件を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 日程３、議案第６号、平成２２年度岬町水道事業会計補正予

算（第４次）の件についてご説明させていただきます。 

  今般の補正予算につきましては、去る２月４日午後、大阪府発注の大川高潮対策工事におきま

して深日、千歳橋に橋架しております水道本管を誤って破損し漏水する事故が発生したもので

ございます。この復旧に係ります経費並びに決算見込みによります消費税及び地方消費税を補

正するものでございます。 

  それでは、議案書の１ページをご参照願います。 

  まず、収益的収入予算の概要につきましてご説明させていただきます。なお、詳細につきまし

ては３ページに記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  第２条上段の表をご参照ください。収入予算の総額に１７３万６，０００円を増額し、収益的

収入予算の総額を５億８，５８０万７，０００円とするものでございます。 

  内容につきましては、営業外収益といたしまして、先ほどご説明いたしました水道本管破損に

伴う損害賠償金となっております。 

  次に、支出予算の概要につきましてご説明させていただきます。 

  １ページ、第２条下段の表をご参照ください。なお、詳細につきましては３ページに記載して

おりますので、あわせてご参照願います。 

  収益的支出予算の総額に５４４万円を増額し、収益的支出予算の総額を５億８，８８５万５，

０００円とするものでございます。内容につきましては、営業費用といたしまして水道本管破

損に伴う修繕費１３９万９，０００円及び職員の超過勤務手当４万１，０００円、合計１４４

万円を増額計上するものでございます。 
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  次に、営業外費用につきましては、決算見込みにより消費税及び地方消費税４００万円を増額

計上するものでございます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  なお、本件は事業委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  本件については事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  質疑ございませんか。 

  和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 この３ページの水道の破損ですけど、当日、難しかったんかなと思うんですけど、

ちょろちょろと出てるような水でとまるんかな、出るんかなというようなことがありましたん

で難しかったんやろうと思うんですがね、このときの対策というんですか、住民にとっては午

後からだったと思うんですけど、５時過ぎから水がほとんど出なくなったということで、なぜ

こういうときに水道がこういう事故でこういうふうになったとかいう放送ですけどね、放送が

何時ごろになって、どういうふうになると、何時ごろにはできるとか、工事が終了するとか、

そういうような放送はできないものか。その点、１点、放送できるかできないか。できればし

ていただきたいと思いますが、その点、よろしく。 

○竹内邦博議長 都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 和田議員ご指摘の水道突発事故に伴う広報の件でございます

が、当日を振り返りますと午後２時ごろ突発事故が発生いたしました。 

  千歳橋に橋架してる管を破損させたことによって深日会館及び中学校周辺までの広い範囲にわ

たりまして水圧低下が発生しておりました。 

  我々もその復旧方法について簡易な復旧方法でできるのか、本格的に夜間にその地区全体を断

水させてできるものか非常に苦慮いたしました。 

  結果的には、水圧低下の状況で場所的には北出地区のほうに一部高いところがございますので、

その方につきましてはポリタンクで給水した状況でございます。 
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  夕方、各家庭が水を必要とする時期に間に合うかという決断ができたんが４時半ごろになりま

して、その結果、バルブの調整も含めて当日は仮復旧ということで約７時ごろに復旧させてい

ただきました。その際に、今、苦情がありましたように、見込みがわかれば広報がはっきり事

前にできた状態ですが、広報のおくれ、それによりまして今の苦情が発生したことと思います。 

  この辺はちょっとご理解願いたいのは、復旧の時間が確実に決まれば我々も断水の広報はさせ

ていただくんですが、その辺ちょっと見込みが立ちにくい状況でございましたので、７時ごろ

には復旧したのですが、そのあたり、夕食の時間にかかる、そのような時期に断水と広報しま

すと、現在、少しでも出ている家庭の方がくみ置きしたいということで一斉に出しますと完全

に断水するという状態も考えられましたので、今後、復旧方法については確定した時点で十分

な広報をしていきたいと考えておりますので、今回の件はご理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

  出口 實君。 

○出口 實議員 今の損害賠償金で、それの詳細のほうはどういうふうになっております。よろし

くお願いします。 

○竹内邦博議長 都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 先ほど説明しましたように、損害賠償金としては総額１７３

万６，０００円の増額となっております。 

  それにかかる費用、町の費用といたしましては、仮復旧にかかる分が、仮復旧が３９万３，０

００円、本復旧１００万６，０００円、合計１３９万９，０００円という金額になっておりま

す。あとは、超過勤務、夜間に職員が出ておりますので４万１，０００円が出ております。 

  あと、水の代金といたしまして１９万円の収入がございます。これにかかる費用につきまして

は、損害賠償にかかっては役場の職員が昼間、他の業務をとめて働いてることもございますの

で、そのあたりも損害賠償金としては請求しておりますが、我々も賃金を払っている状況でご

ざいますので、夜間の超勤の分だけが費用として発生しました。 

  また、あと、この漏水した水をつくるための費用といたしましては、この系統については孝子

のダムから系統しておりますので、この人件費とか薬品の増加費については現有の予算で計上

されております。賄うことができますので、こちらの費用については計上しておりません。 

  以上でございます。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 
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  出口 實君。 

○出口 實議員 今の説明ですけども、昼間の部分に関しては当然、普通の作業でできるというこ

とですけども、その他の業務にいろんな支障がなかったんですかな、昼間の業務に関して。 

○竹内邦博議長 都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 出口議員ご指摘の昼間の業務については、管理職も含め対応

させていただいております。 

  それで、ちょっと説明不足になりましたが、それにかかる費用については賠償金として我々と

しては請求しておりますが、実際に支払う業務につきましては夜間に作業した管理職以外のも

のの分を計上ということで４万１，０００円を計上しました。 

  したがいまして、損害賠償については我々の業務がとまった分、その分をいただくということ

で、業務にはやっぱり支障になっております。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております平成２２年度岬町水道事業会計補正予算（第４次）の件につい

ては、会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については事業委員会に付託することに決定いたしました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 お諮りします。 

  日程４、「平成２３年度当初予算に関する説明」から日程１６、議案第１８号、「平成２３年

度岬町水道事業会計予算の件」までの１３件を一括議題にしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、日程４から日程１６、議案第１８号までの１３件を一括議題にすることに決定しまし

た。 
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  平成２３年度当初予算に関する説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程４、平成２３年度当初予算に関する説明及び日程５、議案第７号、平成２３

年度岬町一般会計予算の件から日程１６、議案第１８号、平成２３年度岬町水道事業会計予算

の件まで、あわせまして１３件の提案の説明をさせていただきます。長時間になると思います

が、よろしくお願いいたします。 

  それではまず、平成２３年度岬町一般会計予算の件についてご説明いたします。予算書２ペー

ジをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ６５億４，４００万円を計上いたしております。

対前年度比６．９％の増となっております。 

  なお、平成２３年度予算では、消防庁舎・防災行政無線整備事業に係る借換債の発行に伴い歳

入歳出にそれぞれ６，５２０万円を計上いたしておりますので、借換債を除く実質的な対前年

度比は５．８％の増となっております。 

  また、一般会計予算には国と大阪府、合わせて３億９，２０６万６，０００円の受託事業を計

上いたしております。平成２２年度には同じく１億４，０３１万６，０００円を計上いたして

おりましたので、さきの借換債と併せまして受託事業経費を除くと、財政規模は対前年度比１．

７％の増となっております。 

  第２条は債務負担行為の定めでございます。事項、期間及び限度額は予算書１０ページ、第２

表債務負担行為に掲げております。債務負担行為設定事項は退職手当（分割支給）ほか３事業

となっております。 

  第３条の地方債につきましては予算書１１ページ、第３表地方債に掲げております。町道整備

事業ほか４事業につきましては事業ごとに地方債の限度額、起債の方法等を定めております。 

  第４条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を２０億円と定めております。 

  第５条につきましては、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書１３ページ、

１４ページをごらんください。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては１６ページ以降に記載

しておりますので、あわせてご参照願います。 

  款１、町税につきましては２２億５，８５０万円を計上いたしております。世界的な経済不況

からいまだ景気回復が本格軌道には至っておらないことから、個人町民税の減少などにより対

前年度２，７３７万５，０００円減額となっております。 
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  款２、地方譲与税から款９、地方特例交付金までの各種譲与税・交付金につきましては３億２，

２０７万３，０００円を計上いたしております。平成２２年度の収入見込み及び平成２３年度

の地方財政計画などを踏まえ、対前年度３１１万１，０００円の増額となっております。 

  款１０、地方交付税につきましては、本町の税収等の状況及び地方財政計画を踏まえ、対前年

度５００万円減額の１７億２，０００万円を計上いたしております。内訳といたしましては、

普通地方交付税１５億４，０００万円、特別地方交付税が１億８，０００万円となっておりま

す。 

  款１１、交通安全対策特別交付金につきましては、前年度と同額の４００万円を計上いたして

おります。 

  款１２、分担金及び負担金につきましては、学校給食保護者負担金の減少などにより、対前年

度３０６万１，０００円減額の１億１，１２４万５，０００円を計上いたしております。 

  款１３、使用料及び手数料につきましては、町有地使用料の増加などにより、対前年度２，０

８６万５，０００円増額の１億８３５万９，０００円を計上いたしております。 

  款１４、国庫支出金につきましては、子ども手当国庫負担金の増加により、対前年度５，０８

３万１，０００円増額の４億１，７５２万８，０００円を計上いたしております。 

  款１５、府支出金につきましては、指定統計調査委託金の減少などにより、対前年度９２３万

３，０００円減額の３億７，５１４万４，０００円を計上いたしております。 

  款１６、財産収入につきましては、町有地売払収入の増加により、対前年度３，３７１万８，

０００円増額の３，５５５万３，０００円を計上いたしております。 

  款１７、寄附金につきましては、岬ゆめ・みらい寄附金の増加により、対前年度３４万３，０

００円増額の２０８万円を計上いたしております。 

  款１８、繰入金につきましては、対前年度１億２７４万８，０００円減額の１億７，４９９万

９，０００円を計上いたしております。繰入金の内訳といたしましては、当初予算で必要な財

源を措置するための財政調整基金繰入金１億５，０００万円、桜の会・平成の通り抜け桜管理

経費に充当するための多奈川地区多目的公園管理基金繰入金１３３万円、大阪マリンフェステ

ィバルなど地域活性化事業に充当するための岬ゆめ・みらい基金繰入金１９５万４，０００円

のほか、介護保険特別会計（保険事業勘定）操出金に充当するための介護保険特別会計（介護

サービス事業勘定）繰入金１８６万７，０００円、淡輪小学校図書室の整備に充当するための

淡輪財産区特別会計繰入金２５６万７，０００円。また、深日財産区につきましては橋りょう

整備に１，２９１万７，０００円。林道棟合線改修に８４万円、深日小学校理科室の整備に３
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５２万４，０００円、合計で１，７２８万１，０００円を計上いたしております。 

  款２０、諸収入につきましては、関西国際空港二期事業に係る土砂採取跡地整備受託事業収入

の増加などにより、対前年度２億３，４９４万９，０００円増額の４億５，５０４万９，００

０円を計上いたしております。 

  款２１、町債につきましては５億５，９２０万円を計上いたしております。臨時財政対策債や

町道整備事業債の増加により対前年度２億２，３６０万円の増額となっております。なお、借

換債を除く対前年度は１億５，８４０万円の増額となっております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。予算書１５ページをごらんください。なお、

詳細につきましては３３ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、議会費につきましては、議員共済組合負担金の増加により、対前年度３，０８５万８，

０００円増額の１億３，８３３万９，０００円を計上いたしております。 

  款２、総務費につきましては、集会所整備事業や固定資産評価替経費の減少などにより、対年

前年度２，２９１万円減額の７億１，２１０万円を計上いたしております。厳しい雇用失業情

勢に対応するため、前年度に引き続き緊急雇用創出事業を計上するほか、外国人住民を住民基

本台帳法の適用とする法改正に伴うシステム改修費を新たに計上いたしております。 

  款３、民生費につきましては、大阪府後期高齢者医療広域連合負担金や障害福祉サービスに係

る扶助費の増加などにより、対前年度６，７５２万７，０００円増額の１９億７，１９８万７，

０００円を計上いたしております。 

  新規施策といたしまして、多奈川小学校において多奈川保育所を併設するための整備事業費を

新たに計上するほか、乳幼児通院医療費助成事業に係る対象年齢を従来の４歳未満から就学前

へと２歳引き上げに要する経費を計上いたしております。 

  款４、衛生費につきましては、新規施策といたしまして、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワク

チン、小児用肺炎球菌ワクチンに係る予防接種経費を新たに計上したことや、し尿処理施設修

繕料の増加などにより、対前年度１，４８３万７，０００円増額の５億８，２２６万７，００

０円を計上いたしております。 

  款６、農林水産業費につきましては、大阪府土地改良事業特別賦課金の減少などにより、対前

年度３６７万８，０００円減額の３，５０４万９，０００円を計上いたしております。 

  款７、商工費につきましては、地方消費者行政活性化基金事業の減少などにより、対前年度８

５万円減額の３，２１６万５，０００円を計上いたしております。 

  款８、土木費につきましては、大阪府受託事業の関西国際空港二期事業に係る土砂採取跡地整
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備事業の増加などにより、対前年度３億３，１３６万７，０００円増額の１０億４，２１２万

５，０００円を計上いたしております。 

  新規施策といたしましては、町道岬海岸番川線整備事業のほか、住宅マスタープランや公営住

宅等長寿命化計画の策定経費を計上いたしております。 

  款９、消防費につきましては、阪南岬消防組合負担金の増加などにより、対前年度２，１９５

万円増額の３億４，９３９万３，０００円を計上いたしております。 

  新規施策といたしまして、消防団に配備しております消防ポンプ自動車の更新を行うものでご

ざいます。 

  款１０、教育費につきましては、職員給与費や幼稚園就園奨励補助金の減少などにより、対前

年度１，８８１万円減額の４億４，７５５万４，０００円を計上いたしております。学校耐震

補強事業におきましては、小学校普通教室棟の残る２棟に係る耐震第２次診断経費を計上する

ほか、防災計画で緊急避難所として位置づけられております町民体育館につきましては平成２

２年度に耐震第２次診断を実施しましたが、平成２３年度は耐震補強事業の実施設計費を計上

いたしております。 

  款１２、公債費につきましては、借換債の発行に伴う償還金が増加するものの、通常分の元利

償還金の減少により、対前年度９１１万円減額の１２億１，１８４万３，０００円を計上いた

しております。なお、借換債を除く対前年度は７，４３１万円の減額となっております。 

  款１３、諸支出金につきましては、多奈川地区多目的公園管理基金などの基金積立金の増加に

より、対前年度８８１万９，０００円増額の１，６１８万２，０００円を計上いたしておりま

す。 

  款１５、予備費につきましては、前年度と同額の５００万円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町一般会計予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の件につきましてご説明いたし

ます。予算書１１０ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ８３６万５，０００円を計上いたしており、対前

年度比４．８％の減となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書１１４ページをごらんくだ

さい。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては１１６ページに記載し

ておりますので、あわせてご参照ください。 
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  款１、諸収入につきましては、貸付対象者からの貸付元利収入といたしまして、対前年度４，

０００円減額の７５７万１，０００円を計上いたしております。 

  款２、府支出金につきましては、住宅新築資金等貸付事業府補助金といたしまして、対前年度

４１万５，０００円減額の７９万４，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。予算書１１５ページをごらんく

ださい。なお、詳細につきましては１１７ページに記載しておりますので、あわせてご参照く

ださい。 

  款１、住宅新築資金等貸付事業費につきましては、運用管理費といたしまして、対前年度５，

０００円減額の２万円を計上いたしております。 

  款２、公債費につきましては、地方債元利償還金といたしまして、対前年度１，０００円増額

の７５５万１，０００円を計上いたしております。 

  款３、前年度繰上充用金につきましては、平成２２年度財源不足見込額といたしまして、対前

年度４１万５，０００円減額の７９万４，０００円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町国民健康保険特別会計予算の件につきましてご説明いたします。予算

書１２０ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ２５億８，３７３万２，０００円を計上いたして

おり、対前年度比０．７％の減となっております。 

  第２条の一時借入金につきましては、借入れの最高額を５億円と定めております。 

  第３条は、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書１２６ページ

をごらんください。  

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては１２８ページ以降に記

載しておりますので、あわせてご参照願ください。 

  款１、国民健康保険料につきましては、一般被保険者保険料の増加などにより、対前年度２，

７６７万７，０００円増額の６億４，５１１万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、一部負担金につきましては、一般被保険者一部負担金などといたしまして前年度と同額

の２，０００円を、款３、使用料及び手数料につきましても、督促手数料といたしまして前年

度と同額の１，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  款４、国庫支出金につきましては、療養給付費負担金の増加により、対前年度２，７７９万４，
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０００円増額の５億９，９１２万６，０００円を計上いたしております。 

  款５、療養給付費交付金につきましては、退職者医療交付金といたしまして、対前年度１，５

２１万９，０００円減額の１億１，３０７万４，０００円を計上いたしております。 

  款６、前期高齢者交付金につきましては、対前年度１，６３０万１，０００円増額の７億１，

６５６万９，０００円を計上いたしております。 

  款７、府支出金につきましては、特別調整交付金の増加などにより、対前年度６２０万２，０

００円増額の１億９１４万６，０００円を計上いたしております。 

  款８、共同事業交付金につきましては、保険財政共同安定化事業交付金の減少などにより、対

前年度７，３５４万５，０００円減額の２億１，７９３万１，０００円を計上いたしておりま

す。 

  款９、財産収入につきましては、基金預金利子といたしまして、前年度と同額の８万７，００

０円を計上いたしております。 

  款１０、繰入金につきましては、対前年度７０３万３，０００円減額の１億８，２１３万４，

０００円を計上いたしております。繰入金の内訳といたしまして、一般会計繰入金１億３，９

４９万２，０００円、財政基盤安定基金繰入金４，２６４万２，０００円となっております。 

  款１１、繰越金につきましては、前年度繰越金といたしまして、前年度と同額の１，０００円

を計上いたしております。 

  款１２、諸収入につきましては、特定健康診査等受託料の減少などにより、対前年度４万円減

額の５４万３，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。予算書１２７ページをごらん

ください。なお、詳細につきましては１３３ページ以降に記載しておりますので、あわせてご

参照ください。 

  款１、総務費につきましては、職員給与費の減少などにより、対前年度９４１万６，０００円

減額の４，０９８万１，０００円を計上いたしております。 

  款２、保険給付費につきましては、一般被保険者療養給付費の増加などにより、対前年度５，

４５５万３，０００円増額の１８億７，９７６万４，０００円を計上いたしております。 

  款３、後期高齢者支援金等につきましては、対前年度１，３６９万５，０００円増額の２億５，

２５３万７，０００円を計上いたしております。 

  款４、前期高齢者納付金等につきましては、対前年度２９万２，０００円増額の７３万４，０

００円を計上いたしております。 
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  款５、老人保健拠出金につきましては、老人保健医療費拠出金の減少などにより、対前年度４

６９万２，０００円減額の１万７，０００円を計上いたしております。 

  款６、介護納付金につきましては、対前年度５５０万６，０００円増額の１億５８７万８，０

００円を計上いたしております。 

  款７、共同事業拠出金につきましては、保険財政共同安定化事業拠出金の減少などにより、対

前年度７，７５７万８，０００円減額の２億４，０１０万３，０００円を計上いたしておりま

す。 

  款８、保健事業費につきましては、対前年度２２万３，０００円減額の３，１６３万１，００

０円を計上いたしております。主な事業といたしましては、平成２０年度から実施しておりま

す特定検診、特定保健指導のほか、がん検診等受診者のうち国保被保険者に係る事業費の支援

や、ジェネリック医薬品への変動勧奨などを通じまして医療費の適正化を図る事業を引き続き

実施するものでございます。 

  款９、基金積立金につきましては、財政基盤安定基金積立金といたしまして８万７，０００円

を、款１０、公債費につきましては、一時借入金といたしまして１００万円を、款１１、諸支

出金につきましては、一般被保険者保険料還付金などといたしまして１００万円を、款１２、

予備費につきましては３，０００万円を、それぞれ前年度と同額を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町国民健康保険特別会計予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町後期高齢者医療特別会計予算の件につきましてご説明いたします。本

会計は、原則７５歳以上の高齢者を対象とした医療制度の創設に伴い、平成２０年度に特別会

計を設置されたものでございます。予算書１５０ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ２億２，８８９万４，０００円を計上いたしてお

ります。対前年度比６．４％の増となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の１５４ページをごらんく

ださい。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては１５６ページ以降に記

載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収保険料の増加などにより、対前年度１，

３３６万６，０００円増額の１億７，８８９万５，０００円を計上いたしております。 

  款２、使用料及び手数料につきましては、督促手数料といたしまして、前年度と同額の１，０

００円を計上いたしております。 
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  款４、繰入金につきましては、一般会計繰入金といたしまして、対前年度３５万５，０００円

増額の４，９９９万６，０００円を計上いたしております。 

  款６、諸収入につきましては、預金利子などといたしまして、前年度と同額の２，０００円を

計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。予算書１５５ページをごらん

ください。なお、詳細につきましては１５８ページ以降に記載しておりますので、あわせてご

参照ください。 

  款１、総務費につきましては、一般管理経費の減少などにより、対前年度１３４万７，０００

円減額の４１２万６，０００円を計上いたしております。 

  款２、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、後期高齢者医療保険料納付金の増加な

どにより、対前年度１，４７１万８，０００円増額の２億２，４２１万８，０００円を計上い

たしております。 

  款３、諸支出金につきましては、保険料還付金といたしまして、対前年度３５万円増額の４５

万円を計上いたしております。 

  款４、予備費につきましては、前年度と同額の１０万円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町下水道事業特別会計予算の件につきましてご説明いたします。予算書

１６１ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ５億７，６７４万６，０００円を計上いたしてお

ります。対前年度比１７．４％の減となっております。 

  第２条の地方債につきましては、予算書１６４ページ、第２表地方債に掲げております。下水

道事業について地方債の限度額、起債の方法等を定めております。 

  第３条の一時借入金につきましては、借入れの最高額を５億円と定めております。 

  第４条は、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の１６６ペー

ジをごらんください。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては１６８ページ以降に記

載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、繰入金につきましては、一般会計繰入金といたしまして、対前年度９１６万８，０００

円増額の２億９，７８２万６，０００円を計上いたしております。 
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  款２、町債につきましては、公共下水道事業債の減少などにより、対前年度７，４１０万円減

額の１億４，３４０万円を計上いたしております。 

  款３、国庫支出金につきましては、公共下水道事業補助金といたしまして、対前年度１，００

０万円減額の１，５００万円を計上いたしております。 

  款４、諸収入につきましては、第二阪和国道工事関連公共下水道復旧事業補償金の減少などに

より、対前年度５，５２０万１，０００円減額の６３万９，０００円を計上いたしております。 

  款５、使用料及び手数料につきましては、下水道使用料などといたしまして、対前年度６０７

万４，０００円増額の１億１，４２４万８，０００円を計上いたしております。 

  款６、分担金及び負担金につきましては、受益者負担金といたしまして、対前年度２２５万４，

０００円増額の５６３万３，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。予算書１６７ページをごらんく

ださい。なお、詳細につきましては１７０ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参

照ください。 

  款１、総務費につきましては、職員給与費の増加などにより、対前年度４６５万６，０００円

増額の１億３５０万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、事業費につきましては、第二阪和国道工事関連公共下水道復旧事業の減少などにより、

対前年度１億３，０２０万４，０００円減額の９，１３６万２，０００円を計上いたしており

ます。事業費の内訳といたしましては、流域下水道事業費３０１万４，０００円、公共下水道

事業費８，８３４万８，０００円となっております。 

  款３、公債費につきましては、地方債元利償還金といたしまして、対前年度３７４万３，００

０円増額の３億８，１８７万６，０００円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町下水道事業特別会計予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町漁業集落排水事業特別会計予算の件につきましてご説明いたします。 

予算書１８４ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ１，０３６万１，０００円を計上いたしており、

対前年度比１３．３％の減となっております。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の１８８ペー

ジをごらんください。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては１９０ページに記載し

ておりますので、あわせてご参照ください。 
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  款１、繰入金につきましては、一般会計繰入金といたしまして、対前年度１４４万１，０００

円減額の８２０万２，０００円を計上いたしております。 

  款２、使用料及び手数料につきましては、排水処理施設使用料などといたしまして、対前年度

２９万７，０００円減額の１７３万８，０００円を計上いたしております。 

  款３、分担金及び負担金につきましては、排水処理施設分担金といたしまして、対前年度１５

万２，０００円増額の４２万１，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。予算書１８９ページをごらんください。

なお、詳細につきましては１９１ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参照くださ

い。 

  款１、総務費につきましては、維持管理経費といたしまして、対前年度２０８万９，０００円

減額の５６３万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、公債費につきましては、地方債元利償還金といたしまして、対前年度５０万３，０００

円増額の４７２万３，０００円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町漁業集落排水事業特別会計予算でございます。 

  続きまして、平成２３年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算の件につきましてご説

明いたします。予算書の１９６ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ１４億８，１４１万１，０００円を計上いたして

おり、対前年度比６．０％の減となっております。 

  第２条の一時借入金につきましては、借入れの最高額を２億円と定めております。 

  第３条は、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書２０２ページ

をごらんください。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。詳細につきましては２０４ページ以降に記載して

おりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、保険料につきましては、第１号被保険者保険料といたしまして、対前年度１，８４５万

５，０００円減額の２億７，３２３万９，０００円を計上いたしております。 

  款２、分担金及び負担金につきましては、泉南市、阪南市との２市１町で共同設置しておりま

す介護認定審査会の事務局が平成２２年度から平成２４年度までの３年間、本町が担当してい

ることに伴いまして、２市から認定審査会負担金として、対前年度２４２万２，０００円増額

の３，００１万７，０００円を計上いたしております。 
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  款３、使用料及び手数料につきましては、督促手数料といたしまして、対前年度１万８，００

０円減額の２万６，０００円を計上いたしております。 

  款４、国庫支出金につきましては、介護給付費負担金の減少などにより、対前年度１，８１２

万７，０００円減額の３億３，３４１万５，０００円を計上いたしております。 

  款５、支払基金交付金につきましては、介護給付費交付金の減少などにより、対前年度３，１

１９万３，０００円減額の４億１，０７１万５，０００円を計上いたしております。 

  款６、府支出金につきましては、介護給付費負担金の減少などにより、対前年度１，９９０万

５，０００円減額の１億９，７４２万５，０００円を計上いたしております。 

  款８、財産収入につきましては、基金預金利子といたしまして、前年度と同額の１，０００円

を計上いたしております。 

  款１０、繰入金につきましては、対前年度９８２万１，０００円減額の２億３，６３３万７，

０００円を計上いたしております。繰入金の内訳といたしましては、一般会計繰入金２億３，

２０７万２，０００円、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金４２６万５，０００円となっ

ております。 

  款１１、繰越金につきましては、前年度繰越金といたしまして、前年度と同額の１０万円を計

上いたしております。 

  款１２、諸収入につきましては、介護保険料延滞金などといたしまして、対前年度９万１，０

００円減額の１３万６，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。予算書の２０３ページをごらんください。 

なお、詳細につきましては２０９ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、総務費につきましては、介護認定審査会経費の増加などにより、対前年度４５８万８，

０００円増額の８，５８４万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、保険給付費につきましては、施設介護サービス給付費の減少などにより、対前年度１億

７１７万７，０００円減額の１３億５，９５０万８，０００円を計上いたしております。 

  款４、地域支援事業費につきましては、職員給与費の増加などにより、対前年度７４０万１，

０００円増額の３，３４５万５，０００円を計上いたしております。 

  款６、公債費につきましては、一時借入金利子といたしまして５０万円を、款７、諸支出金に

つきましては、介護保険料償還金といたしまして１０万円を、款８、予備費につきましては２

００万円をそれぞれ前年度と同額を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算でございます。 
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  次に、平成２３年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算の件につきましてご

説明いたします。予算書２２７ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ１，５７４万８，０００円を計上いたしており、

対前年度比７．８％の減となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の２３１ページをごらんく

ださい。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては２３３ページに記載し

ておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、サービス収入につきましては、国保連合会から支払われる介護報酬などといたしまして、

対前年度１３６万２，０００円減額の１，４７４万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、繰越金につきましては、前年度繰越金といたしまして、対前年度３万６，０００円増額

の１００万円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。予算書の２３２ページをごらんください。

詳細につきましては２３４ページに記載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、事業費につきましては、居宅予防サービス等事業費といたしまして、対前年度１３２万

６，０００円減額の１，５７４万８，０００円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町淡輪財産区特別会計予算の件につきましてご説明いたします。予算書

２３６ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ３，０６８万７，０００円を計上いたしており、

対前年度比１７０．３％の増となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の２４０ページをごらんく

ださい。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては２４２ページ以降に記

載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、財産収入につきましては、土地貸付収入の増加などにより、対前年度９５万３，０００

円増額の３９９万１，０００円を計上いたしております。 

  款２、繰越金につきましては、前年度繰越金といたしまして、対前年度７２６万３，０００円

減額の１，０００円を計上いたしております。 

  款３、諸収入につきましては、預金利子といたしまして、前年度の同額の１，０００円を計上
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いたしております。 

  款４、繰入金につきましては、淡輪地区財産区基金繰入金及び一般会計繰入金といたしまして、

対前年度２，５６４万４，０００円増額の２，６６９万４，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。予算書２４１ページをごらん

ください。なお、詳細につきましては２４４ページ以降に記載しておりますので、あわせてご

参照ください。 

  款１、財産費につきましては、財産区有財産に係る維持管理経費の増加などにより、対前年度

１，６８６万２，０００円増額の２，６５０万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、諸支出金につきましては、淡輪地区財産区基金積立金及び一般会計操出金といたしまし

て、対前年度２９７万２，０００円増額の３１７万９，０００円を計上いたしております。一

般会計操出金の内容といたしましては、淡輪小学校図書室の整備を行うために２５６万７，０

００円を計上いたしております。 

  款３、予備費につきましては、対前年度５０万円減額の１００万円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町淡輪財産区特別会計予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町深日財産区特別会計予算の件につきましてご説明いたします。予算書

の２４８ページをごらんください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ３，９４５万７，０００円を計上いたしており、

対前年度比６７．６％の増となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の２５２ページをごらんく

ださい。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては２５４ページ以降に記

載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、財産収入につきましては、土地貸付収入の減少などにより、対前年度１３７万４，００

０円減額の２，２１６万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、繰越金につきましては、前年度繰越金といたしまして、前年度と同額の１，０００円を

計上いたしております。 

  款３、諸収入につきましては、預金利子などといたしまして、対前年度１，０００円増額の７，

０００円を計上いたしております。 

  款４、繰入金につきましては、深日地区財産区基金繰入金といたしまして、対前年度皆増の１，

７２８万１，０００円を計上いたしております。 
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  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。予算書２５３ページをごらん

ください。なお、詳細につきましては２５６ページ以降に記載しておりますので、あわせてご

参照ください。 

  款１、財産費につきましては、財産区有財産に係る維持管理経費の減少などにより、対前年度

１５２万８，０００円減額の６６６万３，０００円を計上いたしております。 

  款２、諸支出金につきましては、深日地区財産区基金積立金及び一般会計操出金といたしまし

て、対前年度１，７９３万６，０００増額の３，１７９万４，０００円を計上いたしておりま

す。一般会計操出金の内容といたしましては、橋りょう整備に１，２９１万７，０００円、林

道棟合線改修に８４万円、深日小学校理科室の整備に３５２万４，０００円、合計で１，７２

８万１，０００円を計上いたしております。 

  款３、予備費につきましては、対前年度５０万円減額の１００万円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町深日財産区特別会計予算でございます。 

  次に、平成２３年度岬町多奈川財産区特別会計予算の件につきましてご説明いたします。予算

書の２６０ページをごらんください。 

  第１条の予算総額といたしましては、歳入歳出それぞれ２，１８４万６，０００円を計上して

おります。対前年度比４０．７％の増となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の２６４ページをごらんく

ださい。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては２６６ページ以降に記

載しておりますので、あわせてご参照ください。 

  款１、財産収入につきましては、松茸採取権売払収入の増加などにより、対前年度２８万円増

額の１８３万２，０００円を計上いたしております。 

  款２、諸収入につきましては、預金利子などといたしまして、前年度と同額の２，０００円を

計上いたしております。 

  款３、繰入金につきましては、多奈川地区財産区基金繰入金及び一般会計繰入金といたしまし

て、対前年度６０４万３，０００円増額の２，００１万２，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。予算書２６５ページをごらんく

ださい。なお、詳細につきましては２６８ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参 

照ください。 

  款１、財産費につきましては、財産区有財産に係る維持管理経費の増加などにより、対前年度
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１３９万６，０００円増額の１，２６２万４，０００円を計上いたしております。 

  款２、諸支出金につきましては、多奈川地区財産区基金積立金といたしまして、対前年度５４

２万７，０００円増額の８２２万２，０００円を計上いたしております。 

  款３、予備費につきましては、対前年度５０万円減額の１００万円を計上いたしております。 

  以上が平成２３年度岬町多奈川財産区特別会計予算でございます。 

  最後に、平成２３年度岬町水道事業会計予算の件につきましてご説明いたします。予算書の２

７２ページをご参照願います。 

  第２条の平成２３年度の業務の予定量につきましては、給水戸数８，２００戸、年間総給水量

２０８万立方メートル、１日平均給水量５，６９９立方メートルを予定しております。 

  第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、事業収益５億８，０６７万６，０００

円、事業費５億８，１７５万６，０００円を計上いたしております。 

  予算書２７３ページをご参照願います。 

  第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的収入４，９７０万１，０００円、

資本的支出２億３，５５５万５，０００円を計上いたしております。 

  また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する１億８，５８５万４，０００円につきまし

ては、過年分損益勘定留保資金で補てんするものでございます。 

  第５条は、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

 予算書の２７４ページをご参照願います。 

  第６条では、一時借入金の限度額を３億円と定めております。 

  第７条では、予定支出の各項の経費の金額を流用できる項目を設定しております。 

  第８条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、第９条では、たな卸資

産の購入限度額を、第１０条では、配水管整備事業の施工により取得する資産の予定額をそれ

ぞれ定めております。 

  以上、平成２３年度一般会計予算のほか１１会計予算の概要につきましてご説明させていただ

きました。 

  本件につきましては、後日開催が予定されております各常任委員会に付託されるものと存じま

すので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○竹内邦博議長 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  本件については、それぞれ、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定でありますが、

その前に大綱的質疑を受けたいと思います。 
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  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。  

  和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 １６０ページの下水道事業で、また今年になって予算額が減ってると。あまり地

区のことは言えないんですが、多奈川地区といたしまして、淡輪、深日の事業は進んでいると。

多奈川がいつになったらできるのかということで、ちょっと地区のことを言って悪いんですが、

これを見ますと、なぜ国庫支出金が減ってくるんか。 

  それと、財政難っていうことはわかるんですけども、町債も減ってるということで、国庫支出

金がなぜ減ってるのかという１点と、もう１点は、使用料、手数料ってあるんですけど、これ

は工事をしていくからふえていってるので、いつも言ってるんですけど、事業のできたとこは

使用していただくように住民にお願いして接続していただいて使用料を上げていくというよう

なことがあると思うんですが、この接続していく、今、事業をしてあんまり細かいこと言うと

わかりませんが、大体、町長言われたように７０％の普及と言ってましたが、これについて全

体のどのぐらいがもう使用していただいているのか、その点、わからなかったらまた後ででも

結構ですが、とりあえず国庫支出金とこの接続している７０％に対して何％がまだ接続してな

いとか、それがわかりましたら、この２点よろしくお願いします。 

○竹内邦博議長 都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 和田議員ご質問の、まず第１点目の多奈川地区の整備状況の

話ですけども、現在、認可区域を打っております区域につきましては、残り１区間といたしま

しては深日地区と役場周辺が残っております。 

  その中で、今後、認可拡大を行うには、先ほどと関連するんですが、国費、当然いただく予定

ではございますが、それに伴う町負担の単費というのが当然必要になってきます。したがいま

して、事業量をふやしますと、当然、町の持ち出しの単独費用がふえるという状況になってお

ります。 

  この多奈川地区のあと、見込みとなりますと、今後、認可拡大を順次行っていくことになるん

ですけども、現在、認可をいただいている区間については町負担の軽減を図るために事業量自

身を少しずつ落としております。その結果、先ほど言います国庫補助金も減る、当然、町の工
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事に発注した起債も減るというような状況に至っております。 

  それと２点目の、使用料、手数料の件とあわせて水洗化率の問題でございますが、現在、供用

できる区間については約７３％の供用ができることになっております。その中で、現在、水洗

化率については約７０％という状況でございます。 

  今、議員ご指摘の、今後つないでいく場所についての水洗化率については旧集落が多く含まれ

ておりますので、水洗化率については若干下がってくるかなというような見込みでございます。 

  以上でございます。 

○竹内邦博議長 和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 財政がないいうことで国庫支出金も落ちてくるんやろなとはわかってるんですけ

どね、こない大きく落ちますと、昨年から言うとまた１，０００万落ちてるんかな。 

  こうして落ちていくと、なかなか多奈川まで来ないんじゃないかというように思われますので、

できるだけ頑張って、財政ないんはわかってるんですけども、少しでも前へ進めていただける

ように、多奈川の住民は待ってるということだけ頭に置いといてほしいと思います。 

  以上でございます。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

  小川日出夫君。 

○小川日出夫議員 ６０ページの節１５の件について、審査する厚生委員会に多奈川小学校の設計

図及び再開する場合と統合した場合の費用の提出を求めておきたいと思います。 

  続きまして、２２年度に私が申し上げたのは、１年間先延ばして多奈川小学校で改装してから

移転するという選択肢はないかという質問をいたしました。この件は厚生委員会でまた発表さ

せていただきます。 

  もう１点、１４ページの町債５億５，９００万円、歳入の中で歳出ができたら町債は不要では

ないか。町債とはすなわち町の借金であり、町長はよく議員当時に、町債は将来の住民への負

担を先送りするだけのものであるとよく発言されておりました。私はそのとおりだと思ってお

りました。 

  今回、この５億５，９００万円の町債発行について一つ答弁をお願いします。 

○竹内邦博議長 総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 小川議員の質問でございますが、町債の項目におきまして重なるところがあるか

わかりませんけども、先ほど町債につきましては、小川議員が言われるように予算書のとおり

５億５，９２０万円を計上いたしております。 
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  その内訳の中で、臨時財政対策債や町道整備事業債などの増加によりまして、前年度から２億

２，３６０万円の増額となっております。 

  実際として借換債を除く対前年度は、先ほど申しましたように１億５，８４０万円の増額とい

うことになっており、事業の執行に当たりそういう処置をしたところでございます。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

  奥野 学君。 

○奥野 学議員  質問というより、私も資料の提出をお願いしたいわけでありまして、先ほどの

小川議員にも関連しますけれども、予算書の５９ページ、児童福祉施設費、２番の給料、一般

職員２７人分として１億１，５１２万５，０００円ですね。その下の７番に賃金、臨時職員賃

金７，４８５万７，０００円という高額な金額が入ってますが、これでは、各３保育所におい

てどういう内訳になってるのかよくわかりませんので、各３保育所で正保育士、臨時保育士が

各クラスごとにどう配置をされるのか、それに伴って人数ごとの給料の内訳をつけた資料の提

出をお願いしたいと思います。 

  以上ですが、お願いします。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

  鍛治末雄君。 

○鍛治末雄議員 総務文教委員じゃありませんので総務文教の常任委員会は傍聴しますけども、３

点ほど質問しときます。 

  まず１点が、３３ページの４の共済費、これ議員共済組合負担金が４，００８万６，０００円

とあります。これは前年に比べたら相当なプラスになっております。３，１００万ほどプラス

になってますんで、その辺の理由と、２点目は３９ページの交通安全対策で駐輪場の借り上げ

がありますが、これはずっと続くんじゃないか思うんです。これについて、土地を町として購

入するような交渉とか、そういう考えはどうされてるんか、その辺を聞きたい点と、も１点は、

８４ページの備品購入で消防ポンプ自動車購入費とありますが、この辺の購入の詳細について

傍聴でおりますので、委員会で回答をお願いします。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 委員会での回答ですか、それともここで。 

○鍛治末雄議員 傍聴で出ますので、そのときにお願いします。 

  総務部長、中口守可君。 
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○中口総務部長 鍛治議員の、先ほど消防ポンプ自動車購入費、予算書の８４ページでございます

が、今現在、消防ポンプ車が各消防分団に配属されてるポンプ車の定期的更新を一応予算と十

分照らし合わせながら団と協議する中で、今回、購入するのは、淡輪分団に配車予定のポンプ

自動車でございます。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 秘書人事課長、保井太郎君。 

○保井秘書人事課長 先ほどの鍛冶議員の３３ページの資料は委員会でよろしいですか。 

○竹内邦博議長 鍛治議員、ページ３３については委員会のほうでということでよろしいですか。 

○鍛治末雄議員 こういうのは時間がかかりますんで、できるだけ短縮して、スムーズに進めたい

という思いで要望しておりますので、委員会で結構です。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第７号、平成２３年度岬町一般会計予算の件から議案第１

８号、平成２３年度岬町水道事業会計予算の件までの１２件を会議規則第３９条第１項の規定

により、それぞれ総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件についてはそれぞれ総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託することに決定

いたしました。 

  お諮りします。 

  暫時休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。暫時休憩することに決定いたしました。 

  再開は１３時ジャストでございます。よろしくお願いします。 

（午前１１時４５分 休憩） 

 

（午後 １時００分 再開） 

○竹内邦博議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
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  議案に入る前に、都市整備部上下水道部担当理事、末原光喜君より、午前中の議案第６号、平

成２２年度岬町水道事業会計補正予算（第４次）の件のページ３で修正があるとのことですの

で、発言を認めます。都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 議長のお許しを得ましたので訂正をさせていただきます。 

  議案第６号の参考資料の３ページ、最終ページになるのですが、ここの補足説明の資料中、収

益的支出の２、事業費に係る補正予算予定額が５８万３，４１５円となっておりますが、集計

違いで５４４万円並びに修正額が５億８，８８５万５，０００円となります。訂正並びおわび

申し上げます。 

  この資料につきましては、両面コピーになっておりますので、この議事が終わりましたら事務

局のほうで差しかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。大変失礼し

ました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 それでは、日程１７、議案第１９号、「町道路線の認定の件」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。都市整備部長、松永英三君。 

○松永都市整備部長 日程１７、議案第１９号、町道路線の認定の件につきましてご説明いたしま

す。 

  提案理由といたしましては、道路法第８条第２項の規定により町道路線の認定を行う必要があ

るため、議会の議決を求めるものでございます。 

  内容につきましては、裏面の新規町道認定調書と別紙Ａ３町道道路認定図Ａ３部分の別紙でき

ょうお配りさせていただいてる部分でございますが、それをごらんいただきたいと思います。 

  路線番号１２１４、路線名、別所墓地線、認定図では黄色の路線でございまして、路線の起点

といたしましては淡輪１６７５番地、終点は淡輪２４５４番地３、延長は５８６メートルでご

ざいます。 

  この路線につきましては、別所付近の町道峯地蔵線から第２阪和国道の高架沿いに番川を超え

て淡輪火葬場への進入路の町道淡輪受水場墓地線に至る路線でございます。 

  続きまして、路線番号１２１５、路線名、別所番川１号線、認定図では青色の路線で示してお

ります。路線の起点といたしましては淡輪２３７４番地の２、終点は淡輪５６１７番地の２、

延長は４５メートルでございます。 

  続きまして、路線番号１２１６、路線名、別所番川２号線、認定図では緑色の路線でございま
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して、路線の起点としましては淡輪５６１６番地１８、終点は淡輪５６１６番地１８、延長は

３５メートルでございます。 

  この２路線につきましては、第二阪和国道の高架沿いに別所付近から番川に至る路線でござい

ます。 

  この新規３路線につきましては、第二阪和国道の建設により分断された既存町道等を新たに接

続するなど、第二阪和国道の建設前の土地や町道の機能を復旧するため、原因者である国にお

きまして平成２３年度に整備される予定でございます。 

  完成後は本町は移管を受け、町道として管理していくことになるため、道路法の規定に基づき

町道として路線を認定する必要があるものでございます。 

  本件につきましては、事業常任委員会に付託の予定とお聞きしております。よろしくご審議の

上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  本件については、事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思

います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。  

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております町道路線の認定の件については、会議規則第３９条第１項の規

定により、事業委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については事業委員会に付託することに決定いたしました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程１８、議案第２０号「岬町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定の件」
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を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。住民福祉部長、芦田貴志雄君。 

○芦田住民福祉部長 日程１８、議案第２０号、岬町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定の

件についてご説明させていただきます。 

  提案理由としましては、岬町健康ふれあいセンターの管理運営業務につきまして、平成１８年

４月１日から株式会社アクアテックを指定管理者として指定しているところですが、その指定

期間がこの３月末をもって終了いたします。それに伴い、平成２３年４月から７月末までの期

間、現行の指定管理者を指定する件について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により

議会の議決を求めるものであります。 

  管理を行わせる施設は岬町健康ふれあいセンター、所在地、岬町多奈川谷川４９５番地の１で

あります。指定管理者の名称は、住所、大阪市福島区福島６丁目８番１６号、株式会社アクア

テック、代表は泉本憲人でございます。指定期間につきましては、平成２３年４月１日から平

成２３年７月３１日までであります。 

  今回の指定管理者の指定につきましては、２月臨時議会において改正を行いまして、条例第５

条のその他公募を行わないことに合理的理由があるときは第２条の規定による公募によらず候

補者を選定できるという規定を適用し、また、同条例、施行規則第５条の公募によらない合理

的な理由の第３号、現にその管理の委託を行っている公の施設にあっては、当該公の施設に係

る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できることを適用するものであり

ます。 

  今回、指定管理をします株式会社アクアテックは、過去５カ年の指定管理者としての運営管理

実績から最も安定した行政サービスの提供ができ、円滑な施設の管理運営が図れるものと考え

指定するものでございます。 

  なお、８月以降の指定管理者の指定につきましての途中経過ですけれども、２月２２日までの

期間で公募を行いまして２社の応募がありました。今後、３月１０日のプレゼンテーション、

３月末及び４月に開催予定の選定委員会で選定作業を進めていくものとし、その結果に基づい

て８月以降の指定管理について６月議会に案件として上程する予定としております。 

  以上、岬町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定の件について概要を説明させていただき

ました。 

  なお、本議案につきましては厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。 
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○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。本件については厚生委員会に付託の

予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより、大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定の件については

会議規則第３９条第１項の規定により厚生委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定いたしました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程１９、議案第２１号、「工事請負契約中変更の件（公共下水道汚水管埋設工

事（２４－６））」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程１９、議案第２１号、工事請負契約中変更の件（公共下水道汚水管埋設工事

（２４－６））についてご説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては、本工事は現在施工中でございますが、工事内容の一部変更により

契約金額の変更が生じたため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求

めるものでございます。 

  本工事につきましては、平成２２年９月２２日議決に係る公共下水道汚水管埋設工事（２４－

６）の請負契約の一部を変更する契約を次のとおり締結するものでございます。 

  契約金額といたしましては、変更前５，２５０万円、うち消費税及び地方消費税の額２５０万

円を、変更後５，４３３万６，４５０円、うち消費税及び地方消費税の額２５８万７，４５０
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円に変更するものでございます。 

  契約の相手方は大阪府泉南郡岬町多奈川谷川２３２６番地の１２、芳山建設株式会社、代表取

締役芳山龍二でございます。 

  変更の工事概要等につきましては、別紙資料番号１をご参照ください。表面には工事概要、裏

面には施工箇所となっております。 

  変更工事内容といたしましては、工事延長５４５．４メートルを５７８．３メートルに、３２．

９メートルの延長でございます。また、本管布設工の汚水流下管、口径２００パイの延長５２

８メートルを５５９．２メートルに、３１．２メートルの延長でございます。及びマンホール

設置工２３カ所を２６カ所に、並びに汚水管、汚水升取りつけ管工一式等を変更するものでご

ざいます。 

  裏面の施工箇所図で太い黒線の部分が当初工事施工箇所でございまして、赤色の部分が追加工

事施工箇所となっております。 

  以上でございます。よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、本件に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  中原 晶君。 

○中原 晶議員 変更については、箇所図も示していただいて、あと延長等についても今ご説明い

ただいたところなんですけれども、一定の調査などをされた上で計画を立てて事業が行われるこ

とでありましょうから、追加して工事が必要になったという、その理由の説明をお聞きしておき

たいと思います。 

○竹内邦博議長 都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 中原議員ご指摘の工事内容の変更の理由でございます。 

  先ほど議員から指摘ありましたように、事前に調査をして最適な場所に下水道管並び宅地の引

込み用の升を設置ということで設計しております。 

  今回の設計変更につきましては、主な理由といたしまして、公共升の設置箇所が当初設計では

家屋の水回りを考慮しておりました。その結果、最終的には工事施工に当たり家屋の所有者また

は地権者に現地確認を行ったところ、２軒におきまして汚水升の設置位置を変更する必要が生じ

たことに伴いまして汚水本管を新たに埋設したものでございます。これが３カ所、赤色を塗って

いる延長伸びた真ん中の理由でございます。 
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  あと、一番上に当たるところで延長が伸びておりますのは、これは国庫補助金に係る予定額、

ここが少し追加を必要としましたので延長を延ばさせていただきました。 

  あとは、舗装の復旧に当たり、道路管理者等の立ち会いを行うことによりまして面積が１６０

平米程度ふえましたので、この部分が追加となりました。 

  以上でございます。 

○竹内邦博議長 中原 晶君。 

○中原 晶議員 今、３つの事柄をおっしゃられたかなと思うんですけれども、まず１点目ですが、

汚水升の位置の変更が生じたという説明がありました。これは、２軒についてとおっしゃいまし

たかね。 

  ちょっと私、はっきり記憶しておりませんので、そういう状態で申し上げるのもどうかという

気もするんですが、以前も同じようなことがあったように記憶しているんですね。事前に調査も

行った上で計画を立てたということでありましたが、実際に調査をし、その周辺の住宅の方にい

ろいろ問い合わせをしたところ汚水升の位置の変更が生じることになったという説明を受けたこ

とが以前にもあったように記憶してるんです。 

  そういうことが一度ありながら、また今回同じようなことが起こっているのかなというふうに

感じるんですけれども、どうしてそういうことが繰り返し生じるのか、そのあたりについてお聞

きしておきたいと思います。 

  それから、ちょっと２点目におっしゃられた国庫補助金がどうとかいう説明がよくわかりませ

んでしたので、もう一度説明をいただきたいのと、３点目もちょっとよくわからなくて、もう一

度お聞きしておきたいと思います。済みません、繰り返しになって申しわけないです。 

○竹内邦博議長 都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 再度説明させていただきます。 

  汚水升の設置箇所については事前に設計事務所を通じて、その水回り、例えばふろ、台所、ト

イレの位置を勘案しまして最適な場所に設計を行っております。しかしながら、先ほど言いまし

たように家屋の所有者の計画や土地所有者の計画があるものもございます。そのあたりを最終的

には現地で確認をして、その位置の変更に係るものを行ってる状況でございます。 

  したがいまして、設計につきましてはある程度固まった状態でまとめた設計をしておりまして、

年数もたっております。経年変化もございますので、土地所有者も変わるというようなことがご

ざいますので、そのあたりについては変更が生じる、今後も一部生じる可能性がございます。 

  先ほど、２点目の工事延長の追加のことなんでございますが、こちらについては今回施工する
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に当たって、この赤の一番上の部分なんですが、一部次年度計画している場所について補助金の

枠がございましたので、そこの部分については先行して一部追加させていただきました。 

  それと、あと舗装の復旧のことで面積のふえたことを説明させていただきました。こちらにつ

いては、工事を延長することによりまして、当初設計しておりました舗装復旧の範囲もふえる。

それと、あと道路管理者の立ち会いを行いまして、今回の工事に伴う影響範囲が確定したものに

より増加となったものでございます。 

  以上でございます。 

○竹内邦博議長   中原 晶君。 

○中原 晶議員 １点目の説明なんですけれども、私はてっきりもう計画の段階で土地や家屋の所

有者にも確認をした上で計画を立てられるものなんかなというふうに思っておりましたが、そう

ではないということですので、改めて意向を確認したら変わることがあるということでありまし

たけれども、入札案件でもありますので、金額が途中で変わったり工事の内容が途中で変わった

りというようなことがないように、今後も努力をしていただきたいと、この点については要望し

ておきたいと思います。 

  それから２点目の、場所の確認なんですが、一番上とおっしゃるのは、この地図を、何と言い

ますか、字が読める向きで見た場合に一番上の赤い、坂を上がっていく部分のことを指しておら

れるわけですね。 

  ここが、本来であれば次年度に工事を行う範囲に入っていたけれども、枠があるのでそこを前

倒しで行うという内容でよかったんですね。 

  うんうんと言っておられるので、それは確認できたということで結構です。ありがとうござい

ます。 

○竹内邦博議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 これで質疑終わります。 

  これより討論に入ります。 

  討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これより、議案第２１号、工事請負契約中変更の件（公共下水道汚水管埋設工事２４－６）を
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起立により採決します。 

  本件は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○竹内邦博議長 満場一致です。よって、議案第２１号は、原案のとおり可決されました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２０、議案第２２号「岬町事務分掌条例の一部を改正する件」を議題といた

します。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  企画部長、笠間光弘君。 

○笠間企画部長  日程２０、議案第２２号、岬町事務分掌条例の一部を改正する件につきまして

ご説明いたします。 

  提案理由といたしまして、住民ニーズに的確に対応するとともに、本町の行財政改革のさらな

る推進と重要課題等に迅速かつ柔軟に対応する組織とするため、本条例に所要の改正を行うもの

でございます。 

  改正の趣旨でございますが、平成２２年度当初におきまして特命対策課を設けまして、行財政

改革、収納対策の推進、そして企業誘致について積極的に取り組んでまいりました。平成２３年

度からは、集中改革プランに基づきまして計画を具体的に実施する体制に組織を改編いたしまし

て、行財政改革をさらに推進させることが今回の条例改正の目的でございます。 

  主な改正ポイントでございますが、お手元の事務分掌条例の一部を改正する条例新旧対照表を

ごらんいただけますようお願いいたします。 

  まず、第１条の部の設置でございます。昨年スリムにいたしました４部制を継続いたしまして、

組織の改編として総務部と企画部を統合いたしまして総務企画部といたします。そして、新たに

財政改革部を設けます。また、住民福祉部の名称をしあわせ創造部に名称変更するものでござい

ます。 

  また、第１条第２項では特命対策課をまちづくり戦略室に改めまして、まちづくり戦略室の所

管事務を第３条で改正するものでございます。旧の総務部と企画部から一部の事務を移管しまし

て、町長直轄として業務を遂行するものでございます。業務内容としましては、秘書に関するこ

と、職員の人事及び給与に関すること、危機管理に関すること、地域防災及び防犯に関すること、

自治振興に関すること、企業誘致に関すること、町の重要政策の推進に関することでございます。 



 

42 

 財政改革部につきましては、財政の再建の取り組みを一元的に行うために設置するものでござい

ます。業務内容といたしましては、第２条にお示ししていますとおり、町財政に関すること、行

政改革に関すること、徴税に関すること、収納対策に関することでございます。 

  しあわせ創造部につきましては、住民生活の特に近い分野ばかりでございますので、親しみの

ある名称としております。業務内容につきましては、変更はございません。 

  また、都市整備部の業務内容につきましても変更はございません。 

  また、各課につきましては、今後、規則で定めてまいりますが、災害対策本部を耐震にすぐれ

ております水道庁舎の１階に設けてまいりたいので、水道を除く土木、建築部分を本庁１階に集

約できるようにフロアの準備を進めてまいりたいというふうに考えております。 

  なお、この条例は平成２３年４月１日から施行することとしております。この条例案は総務文

教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと

思います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  小川日出夫君。 

○小川日出夫議員 何点か質問させていただきます。 

  この事務分掌条例を改正するのに当たって、先ほど補正予算のところでも触れましたが、条例

を改正するのに補正予算で１３４万何がしを組んでおられると、そう解釈してよろしいのでしょ

うか。 

  それともう１点、本年度の当初予算でどの項目にこの条例を改正するための、すなわち引っ越

し費、経費もろもろはどこに載ってるのか一つお教え願います。 

○竹内邦博議長 総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 小川議員の組織変更に伴う庁舎整備でございますが、先ほど補正予算のほうでは

住民活動センターを含めた改修を行うという説明をさせていただきました。 
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  ２３年度当初予算の予算の中で本庁舎改修ということで、特に教育委員会の、総務のほうです

けども、教育委員会の教育長室並びに教育委員会事務局のフロアと食堂部分のフロア、１階の奥

でございますが、その部分を都市整備部ということで、今現在２階にある事業並びに産業振興課

を１階のほうへ持っていきまして、また下水道、水道庁舎に事業を行ってます下水道課を同じく

都市整備部のワンフロアにかためるべく改修を行っていくという内容でございます。 

  予算書ですけども、ページ３８ページ、財産管理費の中の需用費のうち、修繕料ってございま

す。その金額の一部でございます。 

○竹内邦博議長 小川日出夫君。 

○小川日出夫議員 予算書のほうは３８ページの節１１、修繕料７１２万４，０００円と載ってる

うちの一部ですか。内訳は、今、説明できますか。 

○竹内邦博議長 総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 七百何がしかの内訳で、２３年度当初分といたしまして３０６万１，２４０円で

すけども、６万２，０００円ほどが予算化しております。 

  先ほど、移動に伴う運搬費とかいうのにつきましては、職員対応で行ってまいりたいというこ

とでございます。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 小川日出夫君。 

○小川日出夫議員 ありがとうございます。 

  そうしたら、この条例を改正するために補正で１３４万５，０００円、当初予算で３０６万２，

０００円、合わせて４２０万円の予算をとっておられると、そういう解釈でよろしいわけでしょ

うか。 

○竹内邦博議長 岬町長、田代 堯君。 

○田代町長 補足いたします。条例を改正するためにそれだけの金が必要なのかということの問い

については、実は今回は組織の再編もありますけども、重立った今回の庁舎に係るところの整備

費用というのは、まず全国町村会議で各首長がこれからの災害時におけるところの緊急体制をと

るようにという指導のもとで、本町のこの庁舎が対策本部を設置する場合、もし耐震化に対応で

きるのかというところから判断をいたしまして、非常に難しいと、厳しい条件にあるということ

から今回、対策本部を一番耐震化のできておる消防署、今の下水道、その１階に本部を設置する

というとこからの発想でございます。 

  それともう１点、なぜ都市整備を１階に持っていくのかということについては、今まで都市整
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備部の中の土木建築は２階にございます。そして、下水道が現在の１階の消防跡のとこに下水道

を置いてますけれども、緊急時の連絡事項がなかなかうまくとれなくて、昨年の水害、いろんな

状況のときに非常に苦慮したと、そういう経験から、今回、都市整備部は１個の場所にかためて、

そして連携をとっていく。 

  さらには土木建築、そういった中で下水も含めてですけれども、どうも掘り返しては道路面を

コンクリにするという二重手間が出て非常に工事費が高くつくということから、一連的にやって

いこうということからの都市整備部の中の組織の拡充という意味で今回組織の事務分掌条例を皆

さん方に改正をお示ししているわけですけども、そういった中で一つの問題点は、先ほど補正で

お願いしました住民の今の郊外センターでありますところに、現在、１階の食堂の跡に組合事務

所がございます。この組合事務所を組合の役員の方と話をさせていただいて、何とかそこを出て

いただいて、新たに庁舎外で組合事務所としての活動をしていただきたいということを含めてご

協力を得ましたので、そういった中から、今回、１階の奥のフロアの部分を都市整備部というこ

とに設けますので、確かに条例を変えることについて関連はありますけども、条例を変えるため

にそれだけの金がかかるかといったら全く違っております。 

  今後の事業内容、さらには耐震化、そういった防災力の強化ということに対して、今回、条例

とそういった組織の再編をやるというふうに理解していただきたいと思います。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 小川日出夫君。 

○小川日出夫議員 大変よくわかりました。 

  この条例を改正するためにお金が必要じゃなく、移転をしたり、耐震化のために４２０万円ほ

どは予算が要ると、そう解釈させていただきます。 

  ただ、私、総務文教委員会に入っておりませんので、来年であればこういう議場の場ですが、

たくさん定年を迎える我々と同世代の方々がおられる。なぜ、一つ、私の考えだけですけども、

なぜ来年だったら駄目なのかなと。その考えが一つあります。 

  それと、昨年スリム化にするために事業と水道を合併してスリム化し大変ご努力されてること

は私も納得のいく、認めている案件であります。 

  ただ、この時期に町長のおっしゃる条例を改正するための費用じゃないけども、４２０万円前

後のお金の要ることは事実でございます。なぜこの時期かなと、その疑問を意見とさせてもうて

終わります。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 
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  鍛治末雄君。 

○鍛治末雄議員 平凡な質問ですけども、しあわせ創造部、１から１２までありますけども、業務

内容は。住民さんから住民福祉部はどういうことでしあわせ創造部になったんかというような質

問も出てくるんじゃないかと思うんです。 

  こういう名前つけるまでいろいろ検討されたと思いますが、その経過をお願いします。 

○竹内邦博議長   企画部長、笠間光弘君。 

○笠間企画部長 鍛治議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  しあわせ創造部という名前は、先ほども言わせていただきましたように、業務内容はさほど変

わるものではございません。 

  しかし、お年寄りから本当に体の不自由な方も来られます。それで、一応平仮名表記をさせて

いただく、課のほうも平仮名表記に移させていただくということから、部のほうの名称も平仮名

でしあわせというのを平仮名でいきたいというふうになりましたのでご理解いただきたいという

ふうに思います。 

  以上でございます。 

○竹内邦博議長 鍛治末雄君。 

○鍛治末雄議員 ちょっとぴんと来ないんですけどね、しあわせ創造部、この業務内容からいけば

ね、幸せか不幸せかいろいろ含んでると思うんですよ。 

  それから、平仮名のほうが明記がしやすいということやけれども、来て戸惑いが多いと思うん

ですね、今まで住民福祉部だったんがしあわせ創造部というあれでね。そういう点でもう少し突

っ込んだ名前を、命名するまでに考えられた意見をね、我々もまた聞かれることあると思うんで

すよ。そのときに、こういう理由でこうしたんですよと説明できるように説明してください。 

○竹内邦博議長   企画部長、笠間光弘君。 

○笠間企画部長 失礼いたしました。一応、今、予定しておりますのは、本庁の玄関口にポスター

で各課の平仮名表記の名前を入れまして、この課ではこういうふうにしているということの表記

と、それから、もちろん岬だよりを通じまして今までのこの課の名前がこういうふうになりまし

たというお知らせをしたいというふうにも思いますし、皆さん方にご迷惑掛けております直轄電

話のほうもそこへ入れていきたいというふうにも考えておりますので、若干時間いただかなんか

わかりませんけれども、できるだけ皆さん方にその名称を早く伝えていきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○竹内邦博議長 鍛治末雄君。 
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○鍛治末雄議員 参考までに、こういう名前でつけてる自治体があるんかどうか。 

  もう少し突っ込んだ、説明はわかりますけどね、表示とか。町長、その辺どうなんですか。ぴ

んと来ない点がたくさんあるんですけど。 

○竹内邦博議長   企画部長、笠間光弘君。 

○笠間企画部長 しあわせ創造部というのは、創造というのはつくるという意味で、ハード面とソ

フト面を合わせた幸せを立ち上げていく、住民生活の中で幸せを求めて幸せをつくっていくとい

う意味でしあわせ創造部という名前にしてるところでございます。 

  ちなみに、課の名前でございますけども、各町村、それから市の状況もいろいろと調べまして

平仮名表記、これは今の事務分掌条例でなく、規則のほうでまたうたっていくわけでございます

けども、例えば子どもの子育ての部分でも、子ども未来課というような平仮名表記をしたいと。

ほかの課につきましてもわかりやすい名前でいきたいというふうに思っておりますので、理由に

つきましてはこれぐらいでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○竹内邦博議長 鍛治末雄君。 

○鍛治末雄議員 今の答えで１点抜けてます。他の市町村にそういう部があるんかどうか。 

○竹内邦博議長   企画部長、笠間光弘君。 

○笠間企画部長 他の市町村でも、今ちょっとどこの市役所というとか、どこの町役場ということ

はちょっと今手持ちでないんですけれども、よそでもこういう平仮名表記にされて窓口業務をや

りやすくやられているというところはございますので、ご理解のほどをお願いしたいというふう

に思います。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 鍛治末雄君。 

○鍛治末雄議員 最後です。今後もこういうことあるんじゃないか思うんですけども、そういう点、

もう少しぴんと来るような名前を検討してもらわんことには、だんだんだんだんその辺が発展し

ていってね、財政部ですか、財政改革部とかいろいろありますけれども、いろいろ変えよう思っ

たらいろいろ考えられますけれども、もう少し発展的に考えるんじゃなくて、素直につけてもら

ったほうがいいと思うんです。 

  これは、以後のことがありますんで提言しておきます。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

  中原 晶君。 
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○中原 晶議員 総務文教委員会に所属しておりますので、質問はそのときにさせていただきます

が、資料の提供を求めたいと思います。 

  先ほど来、口頭でここにあった部局がここに行ってというのをお聞きしておったんですが、毎

年つくられる庁舎内の見取り図といいますか、そういったものをいずれつくることになりましょ

うから、そういうものをお示しいただければ明確にわかるのではないかなと思いますので、委員

会審議に当たって、そういった資料、見取り図の資料をご提供いただきたいと要望しておきたい

と思います。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

  小川日出夫君。 

○小川日出夫議員 先ほど、鍛治議員の質問で笠間部長が他所では平仮名表示のところがあるって

いうお答えをいたしましたが、しあわせ創造部っていう名称の他所のんはあるかどうかだけ教え

てください。 

○竹内邦博議長   企画部長、笠間光弘君。 

○笠間企画部長 先ほどお聞きいただきました子ども未来課はあるんですけども、しあわせ創造部

につきましては、ちょっと調査させていただきたいというふうに思いますんで、よろしくお願い

します。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町事務分掌条例の一部を改正する件については、会議規則第

３９条第１項の規定により総務文教委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定いたしました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２１、議案第２３号、「岬町立集会所条例の一部を改正する件」を議題とし

ます。 
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  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程２１、議案第２３号、岬町立集会所条例の一部を改正する件につきましてご

説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、新築または寄附を受けました集会所に係る管理運営の適正化を図る

ため本条例に所要の改正を行うものでございます。 

  新築につきましては、淡輪１９区集会所が平成２３年２月２８日竣工いたしました。 

  寄附につきましては、西南総合開発による望海坂地区の開発協議に伴う望海坂第２集会所が建

設され、平成２３年３月末をめどに竣工を予定しており、寄附を受けるものでございます。 

  改正内容につきましてはご説明申し上げます。議案書の裏面並びに新旧対照表もあわせてご参

照願います。 

  岬町立集会所条例の一部を改正する条例（案）、岬町立集会所条例（平成５年岬町条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表中、淡輪１７区集会所の次に、淡輪１９区集会所を追加し、望海坂第１集会所の次

に望海坂第２集会所を追加するものでございます。 

  また、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 

 以上が改正内容でございます。なお、本件につきましては総務文教委員会に付託の予定と伺って

おります。よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと

思います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町立集会所条例の一部を改正する件については、会議規則第

３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。 
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  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。  

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２２、議案第２４号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件」を

議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。企画部長、笠間光弘君。 

○笠間企画部長 日程２２、議案第２４号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案

の説明をさせていただきます。 

  提案理由は、職員の退職手当を分割して支給できるものとするため、本条例に所要の改正を行

うものでございます。 

  最初に、今回の改正の背景についてご説明させていただきます。それにつきましては、今後の

退職者数の推移でございます。平成２３年度から平成２７年度までの退職者の総数は３２名と

いうふうに見込まれております。 

  その中で、各年度の退職者数にばらつきがございます。内訳といたしましては、平成２３年度

で７名、平成２４年度で３名、平成２５年度で６名、平成２６年度で９名、平成２７年度で７

名というふうになっております。先ほども言いましたように合計３２名の予定でございます。 

  年度によりまして多い年、少ない年がございますので、分割支給ができることで平準化が図れ

る可能性がございます。 

  また、実質公債費比率が２１．３％と府内でも最も高い状態になっておりますことから、退職

手当債の発行につきましては慎重に対応していくことも必要であるというふうに考えておりま

す。 

  また、この分割支給制度につきましては既に条例に規定しておりまして、本人の同意によって

分割支給ができるもので、過去に１名の申し出がございました。現在は適用の期間が終了して

いる状況でございます。 

  次に、改正の内容でございますが、お手元の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条

例新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

  附則第１１項中、「平成１７年１１月３０日から平成２１年３月３１日」を「平成２３年４月
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１日から平成２８年３月３１日」に改めるものでございます。この期間は集中改革プランの期

間と同じとしております。 

  なお、この分割支給ができますのは、あくまで本人の申出、つまり同意が要ることになってお

ります。また、この条例は平成２３年４月１日から、先ほども言いましたように施行すること

というふうになっております。 

  以上が職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件の内容でございます。なお、本件につ

きましても総務文教委員会に付託の予定と伺っておりますので、よろしくご審議の上、議決賜り

ますようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと

思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております職員の退職手当に関する条例の一部を改正する件については、

会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２３、議案第２５号「岬町特別会計条例の一部を改正する件」を議題としま

す。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。住民福祉部理事、岡本 茂君。 
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○岡本住民福祉部理事 日程２３、議案第２５号、岬町特別会計条例の一部を改正する件につきま

してご説明いたします。 

  提案理由としましては、岬町老人保健特別会計を平成２３年３月３１日をもって廃止するため、

本条例に所要の改正を行うものです。 

  背景としまして、高齢者の医療の確保に関する法律附則第３９条の規定によりましては３年と

いうことになりますので、この２３年３月３１日をもって廃止するということです。 

  改正内容につきましてご説明いたします。 

  議案書の裏面及び岬町特別会計条例の一部を改正する条例新旧対照表をあわせてごらんくださ

い。 

  まず、第１条中第４号に、岬町老人保健特別会計、老人保健事業を削り、第５号を第４号とし、

第６号から第９号までを１項ずつ繰り上げるものでございます。 

  附則で、この条例は平成２３年４月１日から施行する。 

  以上が本条例の改正内容でございます。本件につきましては厚生委員会に付託の予定と聞き及

んでおります。よろしく審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町特別会計条例の一部を改正する件については、会議規則第

３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 
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  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定いたしました。 

  お諮りいたします。 

  暫時休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  暫時休憩することに決定しました。 

  暫時休憩をいたします。次の再開は１４時１０分、２時１０分からです。 

（午後 １時５７分 休憩） 

 

（午後 ２時１０分 再開） 

○竹内邦博議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２４、議案第２６号「岬町学童保育に関する条例の一部を改正する件」を議

題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。住民福祉部理事、南 康明君。 

○南 住民福祉部理事 日程２４、議案第２６号、岬町学童保育に関する条例の一部を改正する件

につきましてご説明させていただきます。 

  提案理由といたしましては、学童保育の実施について保育の効率的かつ適正な運営をするため

本条に所要の改正を行うものでございます。 

  今回の一部改正の主な内容といたしましては、文言の修正及び条文の追加でございます。 

  現在、学童保育につきましては、小学校第１学年から第３学年までの希望する児童について実

施しています。本年４月より、小学校及び特別支援学校の第４学年に在籍し支援の必要な児童

について、定員に欠員がある場合に限って入室を認めるものです。 

  改正の内容といたしまして、次のページ、２ページの改正（案）及び新旧対照表をあわせてご

らんください。 

  岬町学童保育に関する条例の一部を改正する条例（案）、この条例の第３条第１項中、盲学校、

聾学校及び養護学校を特別支援学校に改め、同条に次の１項を加えるものです。 

  ２ 前項の規定にかかわらず入室することに相当の理由があると町長が認めるものは学童保育

室に入室することができる。 
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  附則といたしまして、この条例は平成２３年４月１日から施行することといたしております。

なお、本件は厚生委員会に付託の予定と伺っています。よろしくご審議の上、議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

谷本 貢君。 

○谷本 貢議員 １点お聞きしますが、この旧のほうですね、盲学校、聾学校、養護学校ではどう

していけないのかということを１点お聞きします。 

○竹内邦博議長 住民福祉部理事、南 康明君。 

○南 住民福祉部理事 お答えいたします。 

  この文言の修正につきましては、国のほうの法律の改正によりまして盲学校、聾学校及び養護

学校という言い方が特別支援学校という言い方に改められております。それに伴って今回改正す

るものでございます。 

  以上です。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町学童保育に関する条例の一部を改正する件については、会

議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定いたしました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２５、議案第２７号「岬町国民健康保険条例の一部を改正する件」を議題と

します。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。住民福祉部理事、岡本 茂君。 

○岡本住民福祉部理事 日程２５、議案第２７号、岬町国民健康保険条例の一部を改正する件につ

きましてご説明いたします。 

  提案理由といたしまして、国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い本条例に所要の改正を行

うものであります。 

  内容に入る前に、今回は被保険者の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置で、平成２３

年３月３１日をもって終了のため、今回、恒久的に改正を行うこと。また、保険料賦課限度額

につきましては現在でも保険料の負担感が強いと言われている中間所得者層の負担軽減を図り、

被保険者間の負担の公平性を確保するために国の基準に準じて改正を行うものであります。 

  それでは、改正内容を説明させていただきます。議案書の裏面を、また国民健康保険条例の一

部を改正する条例新旧対照表もあわせてお願いいたします。 

  第７条第１項中の改正につきましては、出産育児一時金としての支給額３５万円を３９万円に

改めるものでございます。 

  続きまして、条例第１６条の６の１０、基礎賦課限度額を１万円上げ、５０万円を５１万円に

改め、また第１６条の６の１２中、後期高齢者支援金等賦課限度額についても１万円上げ、１

３万円を１４万円に。第１６条の１２中、介護納付金賦課限度額については２万円引き上げ、

１０万円を１２万円に改めるものでございます。 

  また、この賦課限度額につきましては、第２０条に規定しております低所得者に係る保険料の

減額にも適用していることから、第２０条につきましても同様の改正を行うものでございます。 

  次に、附則第６条で平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の出産に係る出産育児一時

金に関する経過措置とされていましたが、恒久化になりますので、附則第６条を削り、附則第

７条を附則第６条とするものです。 

  次に、附則１におきまして施行日を定めており、この条例は平成２３年４月１日から施行する。

２におきまして、施行日前に出産した被保険者に係る岬町国民健康保険条例第７条の規定によ

る出産育児一時金の額については、なお従前の例によると。３におきましては、この条例によ

る改正後の第１６条の６、第１６条の６の１２、第１６条の１２及び２０条の規定は平成２３
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年度以降の年度分の保険料について適用し、平成２２年度分までの保険料については従前の例

によると定めております。 

  以上が改正内容の概要でございます。本件につきましては厚生委員会に付託の予定と聞き及ん

でおります。よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町国民健康保険条例の一部を改正する件については、会議規

則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については厚生委員会に付託することに決定いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２６、議案第２８号「岬町下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する

件」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 日程２６、議案第２８号、岬町下水道事業受益者負担金条例

の一部を改正する件についてご説明させていただきます。 

  提案理由といたしましては、下水道事業に係る受益者負担金の徴収における公平性の適正化を

図るため本条例に所要の改正を行うものであります。 
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  内容につきましては、下水道事業の受益者負担金の督促に係る費用について、条例により督促

手数料を定めるものでございます。 

  裏面の条例改正案をごらんください。また、新旧対照表もあわせてごらんください。 

  岬町下水道事業受益者負担条例の一部を改正する条例（案）、岬町下水道事業受益者負担条例

（平成５年岬町条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条の次に、次の１条を加える。督促

手数料、第１０条、町長は督促状を発した場合においては、督促状１通につき１００円の督促

手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合にはこれを

徴収しない。 

  附則といたしまして、（施行期日）１、この条例は平成２３年４月１日から施行する。岬町漁

業集落排水処理施設条例の一部を改正。２、岬町漁業集落排水処理施設条例（平成１９年岬町

条例第２１号）の一部を次のように改正する。第２３条中「第１０条」を「第１１条」に改め

る。経過措置といたしまして、３、改正後の岬町下水道事業受益者負担条例第１０条の規定は、

平成２３年４月１日以降に発する督促状にかかる督促手数料から適用し、同日前に発した督促

状にかかる督促手数料についてはなお従前の例による。 

  以上が、岬町下水道事業受益者負担条例の一部を改正する件の概要でございます。本件につき

ましては、事業委員会に付託されると聞き及んでおります。よろしくご審議の上、議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 １点だけですけど、下水道事業受益者負担金というんですか、これの督促は、今

まであったように思ったんですけど、あれは水道やったかな。それで、下水道の督促は、これ

は初めてということになるんか。 
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  それと、何件ぐらいの下水道の督促というのがあるんか、その点、２点。 

○竹内邦博議長 都市整備部上下水道担当理事、末原光喜君。 

○末原都市整備部上下水道担当理事 和田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 督促状については下水道事業の負担金、受益者負担金として督促を出しておりました。今回、税

の公平性を図るということで、その督促状にかかる費用、１件につき１００円を追加するもの

で、件数といたしましては年間約５０件から６０件がございます。 

  以上でございます。 

○竹内邦博議長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する件について

は、会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については事業委員会に付託することに決定いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○竹内邦博議長 日程２７、議案第２９号「岬町財産区管理会条例の一部を改正する件」を議題と

します。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程２７、議案第２９号、岬町財産区管理会条例の一部を改正する件につきまし

てご説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、岬町谷川財産区の廃止に伴い本条例に所要の改正を行うものでござ

います。 

  改正内容の説明の前に、谷川財産区の経緯等についてまずご説明申し上げます。この財産区は

昭和５５年８月１日より施行されており、また資産では旧谷川村の所有地は本来谷川地区財産

区に編入されるべき不動産のため池、堤等がございまして、当時の所有者は辻藤一ほか１６名

でございました。 
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  その後、谷川地区財産区への所有権移転について大方の協力を得ていましたが、一部の方が拒

否し、第三者にその持ち分の転売の兆しが見られ、その保留のため昭和５６年１０月６日に仮

処分及び本訴である土地所有権移転登記手続請求事件を提訴いたしまして、平成元年１１月２

８日に判決言い渡しがあり、岬町は全面勝訴し、当時の旧谷川村の全資産であります４６筆の

所有権移転登記を行ったものでございます。 

  その後、所有地の管理は谷川地区財産区が維持管理を行っているところでございますが、ため

池、堤等維持管理するにも財源が乏しく、改修時にはその都度多奈川地区財産区から拠出によ

り実施してまいりましたが、谷川地区財産区の当初の目的でありました土地所有権移転登記手

続は達成されておりまして、谷川地区財産区の全資産を岬町に寄附することによりまして財産

区としての存在意義を失い、今後の維持管理につきましては一般会計で行うのが最も適切であ

り、迅速かつ的確に努めてまいることができるというように考えております。 

  また、寄附につきましては、地方自治法第２９４条第１項の規定によりまして、新たに財産を

取得し得ないものとされておりまして、一部の委員の中には多奈川地区財産区のほうへ手続で

きないかという話の中で、今申し上げた自治法で新たに財産を取得し得ないということがござ

いまして、岬町に寄附を行う予定ということでしております。 

  なお、谷川財産区特別会計の平成２２年度の決算見込額は１３８万１，８０６円でございます

が、全額を今後の一般会計での維持管理経費に充当するため繰り入れを予定しております。つ

きましては、平成２２年度末をもちまして岬町谷川地区財産区を廃止するものでございます。 

  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。議案書の裏面並びに新旧対照表もあわ

せてご参照願います。 

  岬町財産区管理会条例の一部を改正する条例（案）、岬町財産区管理会条例（昭和３０年岬町

条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条から第３条までの規定及び第９条中の「、谷川」を削るものでございます。 

  また、附則といたしまして、この条例は平成２３年４月１日から施行するものでございます。

なお、財産目録につきましては、お手元に財産目録として配付させていただいております。 

  なお、参考図として航空写真で位置図を添えさせていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上が改正内容でございます。なお、本件につきましては総務文教委員会に付託の予定と伺っ

ております。よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○竹内邦博議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 
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  本件については総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと

思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 質疑なしと認めます。 

  これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております岬町財産区管理会条例の一部を改正する件については、会議規

則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○竹内邦博議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件については総務文教委員会に付託することに決定いたしました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

  本日はこれで散会します。 

  各常任委員さんには委員会付託案件分の審議についてよろしくお願いいたします。 

  なお、次の会議は３月２４日午前９時３０分から開催予定の議会運営委員会終了後に開催予定

の全員協議会終了後に会議を開きますので、ご参集ください。 

  どうも長時間ご苦労さんでございました。 

（午後 ２時３１分 閉会） 
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